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資料２

外国企業との連携に係る関連ガイドライン等について（参考）



※赤線は事務局による付記

産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン（文科省、経産省）
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大学・国立研究開発法人の外国企業との連携に係るガイドライン（内閣府、令和元年６月）
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※赤線は事務局による付記

安全保障貿易管理
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安全保障貿易管理
輸出令及び貨物等省令のマトリクス（貨物マトリクス） 侵入プログラム関連品目

項番 項目 項番 項目 用語
輸出令第８項 解釈 （参考）関係す

るECCN番号
貨物等省令第７条

用語の意味

貨物等省令第７条に
掲げる貨物

次のいずれかに
該当するものを除
く。
イ　医療用に設計
された装置
ロ　医療用に設計
された装置に組み
込まれたもの

他の用途に用いる
ことができるもの
を除く。

ハイパーバイ
ザー、デバッ
ガー、ソフトウェア
リバースエンジニ
アリング（SRE）
ツール、デジタル
著作権管理
（DRM）システムの
プログラム、資産
の追跡又は回復
のために製造者、
管理者又は利用
者によってインス
トールされるように
設計されたプログ
ラムを除く。

貨物等省令
第７条
第五号

侵入プログラム 電子計算機又は電気通信回線に接
続する機能を有する機器の監視ツー
ルによる検出を回避し、又は防御手
段を無効化するように設計又は改造
されたプログラムであって、次のいず
れかの操作を実行するものをいう。
イ　電子計算機又は電気通信回線に
接続する機能を有する機器からデー
タ又は情報の抽出を行うこと、若しく
はシステムや利用者のデータを変更
すること
ロ　外部からの命令の実行を可能と
するために、プログラム又はプロセス
の標準的な実行パスを改造すること

注１：電気通信回線に接続する機能
を有する機器には、モバイル機器、ス
マートメータを含む。
注２：監視ツールとは、装置のシステ
ム動作又はプロセスを監視するプロ
グラム又は装置をいう。これには、ア
ンチウイルス（AV）製品、エンドポイン
トセキュリティ製品、パーソナルセキュ
リティ製品（PSP）、侵入検知システム
（IDS）、侵入防止システム（IPS）又は
ファイヤーウォールを含む。
注３：防御手段とは、データ実行防止
（DEP）、アドレス空間配置のランダム
化（ASLR）、サンドボックス等のコード
実行の安全性を保障するために設計
された技術をいう。

電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部
分品であって、侵入プログラムの作成、指揮統制又
は配信を行うように特に設計又は改造されたもの

輸出令
第８項

部分品

電子計算機若しくはその
附属装置又はこれらの部
分品（４の項の中欄に掲
げるものを除く。）であつ
て、経済産業省令で定め

る仕様のもの
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項番 項 目 項番 項 目 用 語
プログラム

用語の意味
プログラム
を除く技術

解 釈貨物等省令第２０条外為令第８項

貨物等省令第２
０条第２項第六
号中のプログラ
ム及び技術並び
に同項第七号中
の技術

貨物等省令
第２０条

２項
第六号

侵入プログラムの作成、指揮統制又は配信を行
うように設計若しくは改造されたプログラム（プ
ログラムの更新又は改良を行うために特に設計
したものであって、これを受け取るシステムの所
有者又は管理者の許可を得た場合にのみ動作
するもののうち、更新又は改良されるプログラム
を本号に該当するプログラム又は侵入プログラ
ムに変更しないように設計したものを除く。）又
はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に
必要な技術（プログラムを除く。）

侵入プログラム外為令
第８項
（２）

電子計算機若しくはその附
属装置又はこれらの部分品
の設計、製造又は使用に係
る技術であつて、経済産業省
令で定めるもの（（１）及び４
の項の中欄に掲げるものを
除く。）

電子計算機又は電気通信回線に接続する機能を有
する機器の監視ツールによる検出を回避し、又は
防御手段を無効化するように設計又は改造された
プログラムであって、次のいずれかの操作を実行す
るものをいう。
イ　電子計算機又は電気通信回線に接続する機能
を有する機器からデータ又は情報の抽出を行うこ
と、若しくはシステムや利用者のデータを変更するこ
と
ロ　外部からの命令の実行を可能とするために、プ
ログラム又はプロセスの標準的な実行パスを改造
すること

注１：電気通信回線に接続する機能を有する機器に
は、モバイル機器、スマートメータを含む。
注２：監視ツールとは、装置のシステム動作又はプ
ロセスを監視するプログラム又は装置をいう。これ
には、アンチウイルス（ＡＶ）製品、エンドポイントセ
キュリティ製品、パーソナルセキュリティ製品（ＰＳ
Ｐ）、侵入検知システム（ＩＤＳ）、侵入防止システム（Ｉ
ＰＳ）又はファイヤーウォールを含む。
注３：防御手段とは、データ実行防止（ＤＥＰ）、アドレ
ス空間配置のランダム化（ＡＳＬＲ）、サンドボックス
等のコード実行の安全性を保証するために設計さ
れた技術をいう。

○

○

○

ハイパーバイザー、
デバッガー、ソフト
ウェアリバースエン
ジニアリング（ＳＲ
Ｅ）ツール、デジタル
著作権管理（ＤＲ
Ｍ）システムのプロ
グラム、資産の追
跡又は回復のため
に製造者、管理者
又は利用者によっ
てインストールされ
るように設計された
プログラムを除く。

貨物等省令第２
０条に掲げる技
術

医療用に設計され
た装置に組み込ま
れたプログラムを除
く。

貨物等省令
第２０条

２項
第七号

侵入プログラムの設計に必要な技術（プログラ
ムを除く。）

情報システムのセ
キュリティの維持を
目的とするもので
あって、サイバー攻
撃に関する情報の
収集、調査、解析、
対策、防御又は予
防のためのものを
除く。

－

安全保障貿易管理
外為令及び貨物等省令のマトリクス（技術マトリクス） 侵入プログラム関連品目
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項番 項目 項番 項目 用語

　（一）　アプリケーション層の分析

　（三）　抽出したデータの指標付け

ロ　次の（一）及び（二）を実行するために設計したも
の　（一）　ハードセレクターに基づく検索

＊対応する貨物等省令は、第８条
第１項第一号及び第五号の五

　（二）　特定の個人又は集団の関係の解析

貨物等省令
第８条

第五号の五

インターネットを利用する方法による通信の内容を
監視するための装置又はその部分品であって、次
のイ及びロに該当するもの（マーケティング活動、
ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体
感品質管理のために設計された装置を除く。）

貨物等省令第８条第
五号の五中のキャリ
アクラス

国家級の大容量
通信回線網を含
む。

イ　キャリアクラスのIPネットワーク上で次の（一）か
ら（三）までの全ての機能を実現するもの

ハードセレクター 個人に関連する単独又は一連の情
報をいう。

貨物等省令第８条第
五号の五中のメタ
データ及びアプリケー
ション

音声、映像、伝達
内容、付加情報を
含む。

貨物等省令第８条第
五号の五中のアプリ
ケーション層

OSI参照モデル
（ISO/IEC7498）の
レイヤー7を含
む。

輸出令
第９項
（５の
５）

インターネットを利用する
方法による通信の内容を
監視するための装置又は
その部分品

輸出令第９項 貨物等省令第８条
用語の意味

解釈 （参考）関係す
るECCN番号

姓名、電子メール
アドレス、住所、
電話番号、所属
団体等の情報を
含む。

　（二）　選択されたメタデータ及びアプリケーション
の内容の抽出

安全保障貿易管理
輸出令及び貨物等省令のマトリクス（貨物マトリクス） IPネットワーク監視装置
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　　　　　ハ　（十二）から（十六）までに該当するもの

　　　　二　個人情報（生存する個人に関する情報で
あって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その
他の記述等により特定個人を識別することができる
もの（他の情報と容易に照合することができ、それ
により特定の個人を識別することができることとなる
もの（認証及び金銭債権に係るものその他これらに
類するものを含む。）を含む。）をいう。（十一）にお
いて同じ。）又は団体情報（法人その他の団体の情
報であって、認証及び金銭債権に係るものその他こ
れらに類するものを含む。（十一）において同じ。）に
係る情報が記録され、又は記録されるように設計し
たものであって、次のイからハまでの全てに該当す
るもの

　　　　　イ　暗号機能を専ら当該スマートカードに記
録された個人情報又は団体情報の保護のためにの
み使用するもの

　　　　　ロ　専ら公共施設若しくは商業施設におい
て使用し、又は当該スマートカードに記録された個
人情報又は団体情報に係る情報の認証のために
使用するもの

　　　　　ハ　当該スマートカードを使用する者が当該
スマートカードの有する暗号機能を変更することが
できないもの

　　　２　リーダライタであって、専ら１に該当するス
マートカードに記録された個人情報若しくは団体情
報に係る情報を読み取り、又は当該スマートカード
に個人情報若しくは団体情報に係る情報を記録す
るように設計し、又は改装したもの（電気通信回線
を通じて読み取り、又は記録するものを含む。）

　（十二）　暗号装置であって、銀行業務若しくは決
済（料金の徴収及び精算又は割賦販売法（昭和３６
年法律第１５９号）第２条第３項に規定する包括信
用購入あつせんに係る業務を含む。）に使用するよ
うに設計したもの又はその部分品

　（十三）　民生用の携帯用電話機端末（携帯回線
網用の電話その他の無線回線網用の電話をいう。
（十五）において同じ。）若しくは移動用電話機端末
（専ら自動車その他の移動体において使用するよう
に設計したものをいう。（十五）において同じ。）で
あって、次の１及び２に該当するもの又はこれらの
部分品

　　　２　無線ネットワーク制御装置、基地局制御装
置その他の無線アクセスネットワーク装置を経由し
て暗号化されたデータを伝達することができないも
の

　　　　　ロ　対称アルゴリズムを用いたものであって
対称鍵の長さが五六ビットを超えるもの又は非対称
アルゴリズムを用いたものであって、データの機密
性確保のための暗号機能を有するように設計したも
の以外のもの

データの機密性確保
のための暗号機能

デジタル方式の暗号処理（情報の内
容の秘匿又は情報の不正な改ざん
若しくは不正な利用の防止を目的とし
て情報の変換（秘匿パラメーターを用
いた情報の変換に限る。）を行う処理
をいう。固定式（符号化又はデータ圧
縮のアルゴリズムが外部からのパラ
メーターを受け入れず、かつ、使用者
によって変更できないもの）の符号化
及びデータ圧縮を除く。）を行うものの
うち、次のイからトのいずれかのため
以外の暗号機能をいう。
　イ　認証（使用者、プロセス又は機
器の妥当性を確認すること（例えば、
情報システムのリソースへのアクセス
を許可するために妥当性を確認する
こと）をいう（メッセージその他情報の
発信元又は内容の妥当性を確認する
こと及びパスワード、個人識別番号
データ又は類似のデータの保護に直
接関連しないファイル若しくはテキス
トの暗号化機能以外の全てのアクセ
ス制御機能を含む）。
　ロ　デジタル署名
　ハ　データ完全性
　ニ　否認防止
　ホ　デジタル著作権管理（複製する
ことを防止されたプログラムの実行を
含む。）
　へ　娯楽施設若しくは装置の有する
機能であるもの、商業放送又は医療
用の記録管理のために行われる暗
号化又は復号
　ト　イからヘまでのいずれかに該当
する機能を支援するための鍵管理機
能

暗号機能有効化の手
段を用いないで使用
することができるもの

暗号機能有効化の手段を用いないで
使用者による暗号機能の使用が可能
であるものをいう。

情報システムのセ
キュリティ管理機能

情報又は通信のアクセス性、機密性
又は完全性を保証するための全ての
手段及び機能（誤作動を防ぐための
手段及び機能を除く。）をいい、暗号
処理（情報の内容の秘匿又は情報の
不正な改ざん若しくは不正な利用の
防止を目的として情報の変換（秘匿
パラメーターを用いた情報の変換に
限る。）を行う処理をいい、固定式（符
号化又はデータ圧縮のアルゴリズム
が外部からのパラメーターを受け入
れず、かつ、使用者によって変更でき
ないもの）の符号化及びデータ圧縮を
除く。）、暗号機能有効化の手段、暗
号解析（秘密の変数又は平文を含む
機密データを抽出するために暗号シ
ステム又はその入出力を解析するも
のをいう。ＩＳＯ　７４９８－２－１９８８
（Ｅ），ｐａｒａｇｒａｐｈ　３．３．１８を含
む。）、信号の漏えい防止、コンピュー
ターの安全性を確保するための手段
及び機能を含む。

　　　１　他の電話機端末その他の装置（無線アクセ
スネットワーク装置を除く。）に暗号化されたデータ
を直接送信することができないもの

　（十四）　コードレス電話機端末間での暗号化機能
を有しないコードレス電話装置であって、コードレス
電話機端末と家庭内基地局の間に無線中継器が
ない場合の一無線区間での電波到達最長実効距
離が４００メートル未満のもの又はその部分品

安全保障貿易管理
輸出令及び貨物等省令のマトリクス（貨物マトリクス） 暗号装置又はその部分品

項番 項目 項番 項目 用語

　（一）　アプリケーション層の分析

　（三）　抽出したデータの指標付け

ロ　次の（一）及び（二）を実行するために設計したも
の　（一）　ハードセレクターに基づく検索

＊対応する貨物等省令は、第８条
第１項第一号及び第五号の五

　（二）　特定の個人又は集団の関係の解析

貨物等省令
第８条

第五号の五

インターネットを利用する方法による通信の内容を
監視するための装置又はその部分品であって、次
のイ及びロに該当するもの（マーケティング活動、
ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体
感品質管理のために設計された装置を除く。）

貨物等省令第８条第
五号の五中のキャリ
アクラス

国家級の大容量
通信回線網を含
む。

イ　キャリアクラスのIPネットワーク上で次の（一）か
ら（三）までの全ての機能を実現するもの

ハードセレクター 個人に関連する単独又は一連の情
報をいう。

貨物等省令第８条第
五号の五中のメタ
データ及びアプリケー
ション

音声、映像、伝達
内容、付加情報を
含む。

貨物等省令第８条第
五号の五中のアプリ
ケーション層

OSI参照モデル
（ISO/IEC7498）の
レイヤー7を含
む。

輸出令
第９項
（５の
５）

インターネットを利用する
方法による通信の内容を
監視するための装置又は
その部分品

輸出令第９項 貨物等省令第８条
用語の意味

解釈 （参考）関係す
るECCN番号

姓名、電子メール
アドレス、住所、
電話番号、所属
団体等の情報を
含む。

　（二）　選択されたメタデータ及びアプリケーション
の内容の抽出

項番 項目 項番 項目 用語

　（一）　アプリケーション層の分析

　（三）　抽出したデータの指標付け

ロ　次の（一）及び（二）を実行するために設計したも
の　（一）　ハードセレクターに基づく検索

＊対応する貨物等省令は、第８条
第１項第一号及び第五号の五

　（二）　特定の個人又は集団の関係の解析

貨物等省令
第８条

第五号の五

インターネットを利用する方法による通信の内容を
監視するための装置又はその部分品であって、次
のイ及びロに該当するもの（マーケティング活動、
ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体
感品質管理のために設計された装置を除く。）

貨物等省令第８条第
五号の五中のキャリ
アクラス

国家級の大容量
通信回線網を含
む。

イ　キャリアクラスのIPネットワーク上で次の（一）か
ら（三）までの全ての機能を実現するもの

ハードセレクター 個人に関連する単独又は一連の情
報をいう。

貨物等省令第８条第
五号の五中のメタ
データ及びアプリケー
ション

音声、映像、伝達
内容、付加情報を
含む。

貨物等省令第８条第
五号の五中のアプリ
ケーション層

OSI参照モデル
（ISO/IEC7498）の
レイヤー7を含
む。

輸出令
第９項
（５の
５）

インターネットを利用する
方法による通信の内容を
監視するための装置又は
その部分品

輸出令第９項 貨物等省令第８条
用語の意味

解釈 （参考）関係す
るECCN番号

姓名、電子メール
アドレス、住所、
電話番号、所属
団体等の情報を
含む。

　（二）　選択されたメタデータ及びアプリケーション
の内容の抽出

7
※経済産業省HP https://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html
赤字はHPのまま（直近の改訂箇所を示しているもの）

（続き）
暗号装置又はその部分品

（続き）
貨物等省令
第８条
第九号

（続き）
輸出令
第９項
（７）

　（一）　五一二ビットを超える整数の素因数分解

　（五）　超特異楕円曲線間の同種写像の探索

　（六）　ランダムな符号の復号

貨物等省令
第８条
第九号

5A002a輸出令
第９項
（７）

暗号装置又はその部分品

ポスト量子、量子安全、耐量子ともい
う。

ポスト量子、量子安全、耐量子ともい
う。

超特異同種写像
鍵
カプセル化を含
む。ポスト量子、量子安全、耐量子ともい
う。

McEliece、
Niederreiter方式
を含む。

超特異楕円曲線間の
同種写像の探索

ランダムな符号の復
号

第八条第九号イ（三）
中の（二）に規定する
もの以外の群におけ
る112ビットを超える離
散対数の計算

楕円曲線上の
Diffie－Hellman方
式を含む。

暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品で
あって、次のイからホまでのいずれかに該当するも
の（第３条第十九号ハ（二）２、本号ヘ、第十一号又
は第１０条第五号イに該当するものを除く。）

貨物等省令第８条第
九号から第十一号ま
での規定中の装置若
しくはシステム又はそ
の部分品

イ　対称アルゴリズムを用いたものであって対称鍵
の長さが五六ビットを超えるもの又は非対称アルゴ
リズム（アルゴリズムの安全性が次の（一）から（六）
までのいずれかに該当する困難性に基づくものに
限る。以下この号において同じ。）を用いたもので
あって、データの機密性確保のための暗号機能を
有するように設計し、又は改造したもの（当該暗号
機能を使用することができるもの（当該暗号機能が
有効化されているものを含む。）又は安全な仕組み
の暗号機能有効化の手段以外の手段で暗号機能
を有効化できるものに限る。）のうち、次の（七）から
（十）までのいずれかに該当するもの（（十一）から
（二十）までに該当するものを除く。）

　（七）　情報システムのセキュリティ管理機能を主
たる機能として有するもの

　（八）　デジタル通信装置、有線若しくは無線回線
網による電気通信回線を構築、管理若しくは運用す
るための装置又はこれらの部分品（（七）に該当す
るものを除く。）

　（九）　電子計算機若しくは情報の記録及び保存
若しくは処理を主たる機能として有するもの又はこ
れらの部分品（（七）又は（八）に該当するものを除
く。）

　（十）　次の１及び２に該当するもの（（七）から（九）
までに該当するものを除く。）

　　　１　スマートカードであって、次のいずれかに該
当するもの

　　　　一　次のいずれかに該当するものに限定され
て使用するものであって、他の用途のためにプログ
ラムの書き換えを行うことができないもの

　　　　　イ　（七）から（十）までのいずれにも該当し
ないもの

非対称アルゴリズム

512ビットを超える整
数の素因数分解

格子に関連する最短
ベクトル又は最近接
ベクトル問題

有限体上の乗法群に
おける512ビットを超え
る離散対数の計算

製造者により提供される仕組み（装置
若しくはプログラムと一対一で対応す
るもの又は一人の顧客が有する複数
の同種の装置若しくはプログラムの
ために顧客と一対一で対応するもの
をいう。）によって、使用者が暗号機
能を特別に有効化し、又は使用可能
にするあらゆる手段であって、貨物又
は技術によって実現されるものをいう
（例えば、シリアルナンバーを基にし
たライセンスキー又はデジタル署名の
証明書等の認証をするものをい
う。）。

暗号機能有効化の手
段

RSA方式を含む。

　　　１　当該貨物の有する暗号機能が当該貨物の
主たる機能以外の機能を支援するために用いられ
ているもの

対称アルゴリズム 暗号化と復号の両方に同一の鍵を使
用する暗号アルゴリズムをいう。

奇偶検査のため付加されるパリティ
ビットは含まない。

暗号化と復号に数学的に関連性を有
する別々の鍵を使用する暗号アルゴ
リズムをいう。

有限体上のDiffie
－Hellman方式を
含む。

　（二）　有限体上の乗法群における五一二ビットを
超える離散対数の計算

　（三）　（二）に規定するもの以外の群における一
一二ビットを超える離散対数の計算

　（四）　格子に関連する最短ベクトル又は最近接ベ
クトル問題

　　　２　当該貨物の有する暗号機能が当該貨物に
組み込まれたもの（この号から第十二号までのいず
れかに該当するものに限る。）又は第２１条第１項
第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、
第九号、第九号の二若しくは第十七号のいずれか
に該当するプログラム（公開されているものを除
く。）によって実現されているもの

他の貨物の部分品である場合におい
ても、貨物等省令第８条第九号から
第十一号までのいずれかに基づいて
判定するものとする。

対称鍵の長さが五六
ビットを超えるもの

　（十一）　暗号機能を有するスマートカード若しくは
そのリーダライタであって、次のいずれかに該当す
るもの又はこれらの部分品

貨物等省令第２１
条第１項第九号及
び同項第九号の
二に該当するプロ
グラムのみにより
第８条第九号から
第十一号までのい
ずれかに該当する
貨物の有する機
能と同等の機能を
実現するものを除
く。

　

NewHope、
Frodo、
NTRUEncrypt、
Kyber、Titanium
方式を含む。



スマートカード

　　　２　次のいずれかに該当するもの

　　１　次のいずれかに該当するもの

製造者がカタログ等において、暗号
機能に係る通信距離が３０メートルを
超えないものとしているものをいう。

貨物等省令第八条第
九号イ（十八）、（十

九）２三、（二十）中の
操作、管理又は保守

次のイからハまでのいずれか一つ以
上に該当する作業をいい、ニ若しくは
ホのいずれかに該当する作業又はこ
れらに関連する鍵管理機能は含まな
い。
イ　次のいずれかの確立又は管理
（一）　使用者又は管理者のアカウン
ト又は権限
（二）　ある貨物又はあるプログラム
の設定
（三）　（一）又は（二）を支援するため
の認証データ
ロ　ある貨物若しくはあるプログラム
の稼働状態又は性能の監視又は管
理
ハ　イ又はロを支援するためのログ又
は検査データの管理
ニ　イ（一）又は（二）を支援するため
の認証データの確立又は管理に直接
関係しない暗号機能の提供又は機能
向上
ホ　ある貨物又はあるプログラムの
フォワーディングプレーンやデータプ
レーンにおいて暗号機能を実現させ
るもの

汎用目的の計算機能
を有する装置若しくは
サーバー

特定の機能を有
するように専用設
計された計算機能
を有する装置又は
サーバーを除く。

暗号機能を使用して
通信を行うことができ
る範囲が３０メートル
を超えない範囲に限
定されているもの

　　　１　公開された又は商業用の暗号標準のみを
用いたもの

　　　ロ　ネットワークに接続する特定の民生産業用
途に限定されているもの

　（二十）　ネットワークに接続する民生産業用途の
ために設計したものであって、次の１及び２に該当
するもの又はこれらの部分品

　　　一　ネットワークに接続可能な端末であって、
次のいずれかに該当するもの

　　　イ　情報システムのセキュリティ管理機能が、
任意でないデータの秘匿又は操作、管理若しくは保
守に限定されているもの

　　　　二　オペレーティングシステム（第２１条第１
項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の
三、第九号、第九号の二又は第十七号のいずれか
に該当するものを除く。）において実現されているも
の
　　　　三　装置の操作、管理又は保守に限定されて
いるもの

　（十七）　民生用に設計した移動体通信用の無線
アクセスネットワーク装置であって、暗号機能が使
用者によって変更できず、使用に際して供給者又は
販売店の技術支援が不要であるように設計したも
ののうち、無線周波数の出力が０．１ワット（２０
ディービーエム）以下で、かつ、同時に接続できるデ
バイスが１６以下のもの又はその部分品

　（十八）　ルーター、スイッチ、ゲートウェイ若しくは
リレーであって、情報システムのセキュリティ管理機
能が装置の操作、管理若しくは保守に関するものに
限定されており、かつ、公開された若しくは商業用
の暗号標準のみを用いたもの又はこれらの部分品

　（十九）　汎用目的の計算機能を有する装置若しく
はサーバーであって、情報システムのセキュリティ
管理機能が次の１及び２に該当するもの又はこれら
の部分品

電波到達最長実効距
離が400メートル未満
のもの

　（十六）　無線パーソナルエリアネットワークに用い
られる装置であって、公開された若しくは商業用の
暗号標準のみを用いたもの又はその部分品

　　　　一　ヘに該当する中央演算処理装置におい
て実現されているもの

任意の数の独立したデジタル情報送
受信装置が、互いに直接通信するこ
とができ、かつ、個人又はデバイスコ
ントローラーが物理的に近接する範
囲（一部屋、自動車及びそれらの周
辺など）の通信に制限されたデータ通
信システムをいう。また、ローカルエリ
アネットワークは、パーソナルエリア
ネットワークの範囲を地理的に超える
ものをいう。

暗号機能を使用して
通信を行うことができ
る範囲が１００メートル
を超えない範囲に限
定されているもの

製造者がカタログ等において、暗号
機能に係る通信距離が１００メートル
を超えないものとしているものをいう。

　（十五）　民生用の携帯用電話機端末若しくは移
動用電話機端末又は同等の無線機端末であって、
公開された又は商業用の暗号標準（無断の複製を
防止するためのものであって、公開されていないも
のを含む。）のみを用いたもののうち、暗号機能が
使用者によって変更できず、使用に際して供給者又
は販売店の技術支援が不要であるように設計した
もので、かつ、特定の民生産業用途に用いるため
に設計を変更したもの（暗号機能を変更していない
ものに限る。）又はこれらの部分品

スマートカードの形状は問わない。

製造者がカタログ等において、電波
の到達する最長距離が４００メートル
未満としているものをいう。

パーソナルエリアネッ
トワーク

　　　イ　一に該当する端末と通信するために設計し
たもの

　（一）　帯域幅が500メガヘルツを超えるもの

　（一）　次の１から３までの全てに該当するもの

物理システムの量子力学的特性（量
子力学、量子場理論又は量子電気力
学によって明確に規律された物理特
性を含む。）を測定することにより、暗
号用の共有鍵を確立させるための一
連の技術をいう。量子鍵配布（ＱＫＤ）
ともいう。

任意でないデータ システムの安定性、性能又は物理的
測定に直接的に関連するセンサーの
データ又は計測したデータ（温度、圧
力、流速、質量、体積、電圧、物理的
位置など）であって、当該貨物を使用
するものによって変更できないものを
いう。

ネットワークに接続す
る民生産業用途

情報システムのセキュリティ管理、デ
ジタル通信、汎用的なネットワーク又
は汎用的な計算をすること以外の用
途であって、ネットワークに接続する
消費者用途又は民生産業用途をい
う。

ハ　量子暗号を用いるように設計し、又は改造した
もの

量子暗号

次のいずれかに該当するものをいう。
イ　暗号機能有効化の手段を用いる
ことによってのみ、ある貨物（貨物等
省令第８条第九号から第十二号まで
に該当しないものに限る。）を第九号
イに該当するもの（第九号ヘに該当し
ないものに限る。）に変換し、又はあ
るプログラム（第二十一条第一項第
七号、第七号の二、第八号の二、第
八号の三、第九号、第九号の二又は
第十七号に該当しないものに限る。）
を第二十一条第一項第九号（第八条
第九号イ又はハからホまでに係るも
のに限る。）に該当するものに変換す
るように設計し、若しくは改造したもの
ロ　暗号機能有効化の手段を用いる
ことによってのみ、貨物等省令第８条
第九号から第十二号までのいずれか
に該当する貨物又は第二十一条第
一項第七号、第七号の二、第八号の
二、第八号の三、第九号若しくは第九
号の二に該当するプログラムに第九
号イに該当する貨物の有する機能と
同等の機能を追加することができるよ
うに設計し、又は改造したもの

暗号機能有効化の手
段を用いることによっ
てのみ、ある貨物又
はあるプログラムの
暗号機能を有効化す
るもの

　　　１　購入に際して何らの制限を受けず、店頭に
おいて又は郵便、民間事業者による信書の送達に
関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項
に規定する特定信書便事業者による同条第２項に
規定する信書便若しくは公衆電気通信回線に接続
した入出力装置（電話を含む。）による注文により、
販売店の在庫から販売されるもの

　　　２　当該貨物の有する暗号機能を当該貨物を
使用する者によって変更できないもの

　（二）　（一）に該当する貨物のために設計された
部分品であって、次の１から３までの全てに該当す
るもの

　　　１　情報システムのセキュリティ管理機能が当
該部分品の主たる機能ではないもの

　　　２　（一）に該当する貨物の有する暗号機能を
変更できず、かつ、当該貨物に新しい暗号機能を追
加できないもの

　　　３　当該貨物の有する暗号機能の使用に際し
て当該貨物の供給者又は販売店による技術支援
の必要がないもの

　　　３　当該部分品の機能が固定されており、特定
の使用者のために設計し、又は改造していないもの

　（二）　瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が20
パーセント以上のもの

ホ　スペクトル拡散のための拡散符号の生成（周波
数ホッピングのためのホッピング符号の生成を含
む。）に暗号処理技術を用いるように設計し、又は
改造したもの（ニに該当するものを除く。）

ニ　次のいずれかに該当するウルトラワイドバンド
変調技術のためのチャンネル符号、スクランブル符
号又はネットワーク認識符号の生成に暗号処理技
術を用いるように設計し、又は改造したもの

　（一）　ある貨物（本号から第十二号までに該当し
ないものに限る。）を本号イに該当するもの（本号ヘ
に該当しないものに限る。）に変換し、又はあるプロ
グラム（第二十一条第一項第七号、第七号の二、
第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二又
は第十七号に該当しないものに限る。）を第二十一
条第一項第九号（第八条第九号イ又はハからホま
でに係るものに限る。）に該当するものに変換する
ように設計し、若しくは改造したもの
　（二）　本号から第十二号までのいずれかに該当
するもの又は第二十一条第一項第七号、第七号の
二、第八号の二、第八号の三、第九号若しくは第九
号の二に該当するプログラムに本号イに該当する
貨物の有する機能と同等の機能を追加することが
できるように設計し、若しくは改造したもの

ヘ　次の（一）又は（二）のいずれかに該当するもの
（該当することが貨物の製造者、販売者又は輸出者
によって書面により確認できるものに限る。）

　　　ロ　情報システムのセキュリティ管理機能が、
一に該当する端末のネットワークに接続する民生
産業用途の支援に限定されているもの、又は当該
ネットワーク装置若しくは本号イ（二十）に該当する
他の貨物の操作、管理若しくは保守に限定されて
いるもの
　　２　情報システムのセキュリティ管理機能が、公
開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもの
であって、当該貨物の有する暗号機能が当該貨物
を使用する者によって変更できないもの

ロ　暗号機能有効化の手段を用いることによっての
み、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有
効化するものであって、次のいずれかに該当するも
の

　　　二　ネットワーク装置であって、次のイ及びロに
該当するもの

安全保障貿易管理
輸出令及び貨物等省令のマトリクス（貨物マトリクス） 暗号装置又はその部分品

項番 項目 項番 項目 用語

　（一）　アプリケーション層の分析

　（三）　抽出したデータの指標付け

ロ　次の（一）及び（二）を実行するために設計したも
の　（一）　ハードセレクターに基づく検索

＊対応する貨物等省令は、第８条
第１項第一号及び第五号の五

　（二）　特定の個人又は集団の関係の解析

貨物等省令
第８条

第五号の五

インターネットを利用する方法による通信の内容を
監視するための装置又はその部分品であって、次
のイ及びロに該当するもの（マーケティング活動、
ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体
感品質管理のために設計された装置を除く。）

貨物等省令第８条第
五号の五中のキャリ
アクラス

国家級の大容量
通信回線網を含
む。

イ　キャリアクラスのIPネットワーク上で次の（一）か
ら（三）までの全ての機能を実現するもの

ハードセレクター 個人に関連する単独又は一連の情
報をいう。

貨物等省令第８条第
五号の五中のメタ
データ及びアプリケー
ション

音声、映像、伝達
内容、付加情報を
含む。

貨物等省令第８条第
五号の五中のアプリ
ケーション層

OSI参照モデル
（ISO/IEC7498）の
レイヤー7を含
む。

輸出令
第９項
（５の
５）

インターネットを利用する
方法による通信の内容を
監視するための装置又は
その部分品

輸出令第９項 貨物等省令第８条
用語の意味

解釈 （参考）関係す
るECCN番号

姓名、電子メール
アドレス、住所、
電話番号、所属
団体等の情報を
含む。

　（二）　選択されたメタデータ及びアプリケーション
の内容の抽出

項番 項目 項番 項目 用語

　（一）　アプリケーション層の分析

　（三）　抽出したデータの指標付け

ロ　次の（一）及び（二）を実行するために設計したも
の　（一）　ハードセレクターに基づく検索

＊対応する貨物等省令は、第８条
第１項第一号及び第五号の五

　（二）　特定の個人又は集団の関係の解析

貨物等省令
第８条

第五号の五

インターネットを利用する方法による通信の内容を
監視するための装置又はその部分品であって、次
のイ及びロに該当するもの（マーケティング活動、
ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体
感品質管理のために設計された装置を除く。）

貨物等省令第８条第
五号の五中のキャリ
アクラス

国家級の大容量
通信回線網を含
む。

イ　キャリアクラスのIPネットワーク上で次の（一）か
ら（三）までの全ての機能を実現するもの

ハードセレクター 個人に関連する単独又は一連の情
報をいう。

貨物等省令第８条第
五号の五中のメタ
データ及びアプリケー
ション

音声、映像、伝達
内容、付加情報を
含む。

貨物等省令第８条第
五号の五中のアプリ
ケーション層

OSI参照モデル
（ISO/IEC7498）の
レイヤー7を含
む。

輸出令
第９項
（５の
５）

インターネットを利用する
方法による通信の内容を
監視するための装置又は
その部分品

輸出令第９項 貨物等省令第８条
用語の意味

解釈 （参考）関係す
るECCN番号

姓名、電子メール
アドレス、住所、
電話番号、所属
団体等の情報を
含む。

　（二）　選択されたメタデータ及びアプリケーション
の内容の抽出

8※経済産業省HP https://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html
赤字はHPのまま（直近の改訂箇所を示しているもの）

（続き）
暗号装置又はその部分品

（続き）
貨物等省令
第８条
第九号

（続き）
輸出令
第９項
（７）

（続き）
暗号装置又はその部分品

（続き）
貨物等省令
第８条
第九号

（続き）
輸出令
第９項
（７）

平文、パスワード又は暗号鍵を含む、
秘密の変数又は機密データを抽出す
るために暗号の仕組みを解読するよ
う設計された機能をいう。

暗号解析機能

貨物等省令第八条第
十一号中の電子計算
機の端末又は通信端
末から生データを抽
出

電子計算機の端末又は通信端末の
オペレーティングシステム又はファイ
ルシステムによる変換を伴わずに当
該機器の記憶媒体（例えば、ＲＡＭ、
フラッシュメモリー又はハードディス
ク）からバイナリーデータを取り出すこ
とをいう。

輸出令
第９項
（１０）

盗聴の検知機能を有する
通信ケーブルシステム又
はその部分品

貨物等省令
第８条
第十号

暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品
以外の情報システムのセキュリティ管理機能を実現
する装置又は部分品であって、次のいずれかに該
当するもの

盗聴の検知機能を有
する通信ケーブルシ
ステム

5A002.a.8物理層（ＯＳＩ参照モデル（ＩＳＯ／ＩＥＣ
７４９８）のレイヤー１を含む。）で盗聴
の検知機能を実現するものに限る。

イ　盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステ
ム又はその部分品（盗聴の検知機能を実現するた
めに設計し、又は改造した部分品に限る。）

輸出令
第９項
（８）

情報を伝達する信号の漏
えいを防止するように設計
した装置又はその部分品

貨物等省令
第８条
第十号

暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品
以外の情報システムのセキュリティ管理機能を実現
する装置又は部分品であって、次のいずれかに該
当するもの

5A002.a.4ロ　情報を伝達する信号の漏えいを防止するように
設計し、若しくは改造した装置（電磁波の放射によ
る人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発
を防止することを目的として信号の漏えいを防止す
るように設計し、若しくは改造したもの又は電磁波
妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止する
ように設計し、若しくは改造したものを除く。）又はそ
の部分品（情報を伝達する信号の漏えいを防止す
る機能を実現するために設計し、又は改造した部分
品に限る。）

情報を伝達する信号
の漏えいを防止する
ように設計し、又は改
造した装置

情報又は通信の秘密を保持すること
を目的として漏えいを防止するように
設計し、又は改造したものに限る。

貨物等省令
第８条

第十一号

暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品
のうち、情報システムのセキュリティ管理機能を無
効化し、機能を低下させ又は迂回させるものであっ
て、次のいずれかに該当するもの

イ　　暗号解析を行うように設計し、又は改造したも
の（リバースエンジニアリングの方法により暗号解
析機能を実行するように設計し、又は改造したもの
を含む。）

ロ　電子計算機の端末又は通信端末から生データ
を抽出するもの（イ又は第七条第五号に該当するも
のを除く。）であって、その機能実現のために電子
計算機の端末又は通信端末の認証又は承認制御
を迂回することができるように設計したもの（電子計
算機の端末又は通信端末の設計又は製造のため
に特に設計したシステム又は装置、若しくは次の
（一）から（四）に掲げるものを除く。）
（一）　デバッカー、ハイパーバイザー
（二）　論理データ抽出に限定されたもの
（三）　チップオフやＪＴＡＧを使用してデータ抽出す
るもの
（四）　ジェイルブレーキング又はルート化用に特別
に設計されたもの

　　　イ　一に該当する端末と通信するために設計し
たもの

　（一）　帯域幅が500メガヘルツを超えるもの

　（一）　次の１から３までの全てに該当するもの

物理システムの量子力学的特性（量
子力学、量子場理論又は量子電気力
学によって明確に規律された物理特
性を含む。）を測定することにより、暗
号用の共有鍵を確立させるための一
連の技術をいう。量子鍵配布（ＱＫＤ）
ともいう。

任意でないデータ システムの安定性、性能又は物理的
測定に直接的に関連するセンサーの
データ又は計測したデータ（温度、圧
力、流速、質量、体積、電圧、物理的
位置など）であって、当該貨物を使用
するものによって変更できないものを
いう。

ネットワークに接続す
る民生産業用途

情報システムのセキュリティ管理、デ
ジタル通信、汎用的なネットワーク又
は汎用的な計算をすること以外の用
途であって、ネットワークに接続する
消費者用途又は民生産業用途をい
う。

ハ　量子暗号を用いるように設計し、又は改造した
もの

量子暗号

次のいずれかに該当するものをいう。
イ　暗号機能有効化の手段を用いる
ことによってのみ、ある貨物（貨物等
省令第８条第九号から第十二号まで
に該当しないものに限る。）を第九号
イに該当するもの（第九号ヘに該当し
ないものに限る。）に変換し、又はあ
るプログラム（第二十一条第一項第
七号、第七号の二、第八号の二、第
八号の三、第九号、第九号の二又は
第十七号に該当しないものに限る。）
を第二十一条第一項第九号（第八条
第九号イ又はハからホまでに係るも
のに限る。）に該当するものに変換す
るように設計し、若しくは改造したもの
ロ　暗号機能有効化の手段を用いる
ことによってのみ、貨物等省令第８条
第九号から第十二号までのいずれか
に該当する貨物又は第二十一条第
一項第七号、第七号の二、第八号の
二、第八号の三、第九号若しくは第九
号の二に該当するプログラムに第九
号イに該当する貨物の有する機能と
同等の機能を追加することができるよ
うに設計し、又は改造したもの

暗号機能有効化の手
段を用いることによっ
てのみ、ある貨物又
はあるプログラムの
暗号機能を有効化す
るもの

　　　１　購入に際して何らの制限を受けず、店頭に
おいて又は郵便、民間事業者による信書の送達に
関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項
に規定する特定信書便事業者による同条第２項に
規定する信書便若しくは公衆電気通信回線に接続
した入出力装置（電話を含む。）による注文により、
販売店の在庫から販売されるもの

　　　２　当該貨物の有する暗号機能を当該貨物を
使用する者によって変更できないもの

　（二）　（一）に該当する貨物のために設計された
部分品であって、次の１から３までの全てに該当す
るもの

　　　１　情報システムのセキュリティ管理機能が当
該部分品の主たる機能ではないもの

　　　２　（一）に該当する貨物の有する暗号機能を
変更できず、かつ、当該貨物に新しい暗号機能を追
加できないもの

　　　３　当該貨物の有する暗号機能の使用に際し
て当該貨物の供給者又は販売店による技術支援
の必要がないもの

　　　３　当該部分品の機能が固定されており、特定
の使用者のために設計し、又は改造していないもの

　（二）　瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が20
パーセント以上のもの

ホ　スペクトル拡散のための拡散符号の生成（周波
数ホッピングのためのホッピング符号の生成を含
む。）に暗号処理技術を用いるように設計し、又は
改造したもの（ニに該当するものを除く。）

ニ　次のいずれかに該当するウルトラワイドバンド
変調技術のためのチャンネル符号、スクランブル符
号又はネットワーク認識符号の生成に暗号処理技
術を用いるように設計し、又は改造したもの

　（一）　ある貨物（本号から第十二号までに該当し
ないものに限る。）を本号イに該当するもの（本号ヘ
に該当しないものに限る。）に変換し、又はあるプロ
グラム（第二十一条第一項第七号、第七号の二、
第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二又
は第十七号に該当しないものに限る。）を第二十一
条第一項第九号（第八条第九号イ又はハからホま
でに係るものに限る。）に該当するものに変換する
ように設計し、若しくは改造したもの
　（二）　本号から第十二号までのいずれかに該当
するもの又は第二十一条第一項第七号、第七号の
二、第八号の二、第八号の三、第九号若しくは第九
号の二に該当するプログラムに本号イに該当する
貨物の有する機能と同等の機能を追加することが
できるように設計し、若しくは改造したもの

ヘ　次の（一）又は（二）のいずれかに該当するもの
（該当することが貨物の製造者、販売者又は輸出者
によって書面により確認できるものに限る。）

　　　ロ　情報システムのセキュリティ管理機能が、
一に該当する端末のネットワークに接続する民生
産業用途の支援に限定されているもの、又は当該
ネットワーク装置若しくは本号イ（二十）に該当する
他の貨物の操作、管理若しくは保守に限定されて
いるもの
　　２　情報システムのセキュリティ管理機能が、公
開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもの
であって、当該貨物の有する暗号機能が当該貨物
を使用する者によって変更できないもの

ロ　暗号機能有効化の手段を用いることによっての
み、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有
効化するものであって、次のいずれかに該当するも
の

　　　二　ネットワーク装置であって、次のイ及びロに
該当するもの



平文、パスワード又は暗号鍵を含む、
秘密の変数又は機密データを抽出す
るために暗号の仕組みを解読するよ
う設計された機能をいう。

暗号解析機能

貨物等省令第八条第
十一号中の電子計算
機の端末又は通信端
末から生データを抽
出

電子計算機の端末又は通信端末の
オペレーティングシステム又はファイ
ルシステムによる変換を伴わずに当
該機器の記憶媒体（例えば、ＲＡＭ、
フラッシュメモリー又はハードディス
ク）からバイナリーデータを取り出すこ
とをいう。

輸出令
第９項
（１０）

盗聴の検知機能を有する
通信ケーブルシステム又
はその部分品

貨物等省令
第８条
第十号

暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品
以外の情報システムのセキュリティ管理機能を実現
する装置又は部分品であって、次のいずれかに該
当するもの

盗聴の検知機能を有
する通信ケーブルシ
ステム

5A002.a.8物理層（ＯＳＩ参照モデル（ＩＳＯ／ＩＥＣ
７４９８）のレイヤー１を含む。）で盗聴
の検知機能を実現するものに限る。

イ　盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステ
ム又はその部分品（盗聴の検知機能を実現するた
めに設計し、又は改造した部分品に限る。）

輸出令
第９項
（８）

情報を伝達する信号の漏
えいを防止するように設計
した装置又はその部分品

貨物等省令
第８条
第十号

暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品
以外の情報システムのセキュリティ管理機能を実現
する装置又は部分品であって、次のいずれかに該
当するもの

5A002.a.4ロ　情報を伝達する信号の漏えいを防止するように
設計し、若しくは改造した装置（電磁波の放射によ
る人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発
を防止することを目的として信号の漏えいを防止す
るように設計し、若しくは改造したもの又は電磁波
妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止する
ように設計し、若しくは改造したものを除く。）又はそ
の部分品（情報を伝達する信号の漏えいを防止す
る機能を実現するために設計し、又は改造した部分
品に限る。）

情報を伝達する信号
の漏えいを防止する
ように設計し、又は改
造した装置

情報又は通信の秘密を保持すること
を目的として漏えいを防止するように
設計し、又は改造したものに限る。

貨物等省令
第８条

第十一号

暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品
のうち、情報システムのセキュリティ管理機能を無
効化し、機能を低下させ又は迂回させるものであっ
て、次のいずれかに該当するもの

イ　　暗号解析を行うように設計し、又は改造したも
の（リバースエンジニアリングの方法により暗号解
析機能を実行するように設計し、又は改造したもの
を含む。）

ロ　電子計算機の端末又は通信端末から生データ
を抽出するもの（イ又は第七条第五号に該当するも
のを除く。）であって、その機能実現のために電子
計算機の端末又は通信端末の認証又は承認制御
を迂回することができるように設計したもの（電子計
算機の端末又は通信端末の設計又は製造のため
に特に設計したシステム又は装置、若しくは次の
（一）から（四）に掲げるものを除く。）
（一）　デバッカー、ハイパーバイザー
（二）　論理データ抽出に限定されたもの
（三）　チップオフやＪＴＡＧを使用してデータ抽出す
るもの
（四）　ジェイルブレーキング又はルート化用に特別
に設計されたもの

安全保障貿易管理
輸出令及び貨物等省令のマトリクス（貨物マトリクス） 漏洩防止装置、ケーブルシステム

項番 項目 項番 項目 用語

　（一）　アプリケーション層の分析

　（三）　抽出したデータの指標付け

ロ　次の（一）及び（二）を実行するために設計したも
の　（一）　ハードセレクターに基づく検索

＊対応する貨物等省令は、第８条
第１項第一号及び第五号の五

　（二）　特定の個人又は集団の関係の解析

貨物等省令
第８条

第五号の五

インターネットを利用する方法による通信の内容を
監視するための装置又はその部分品であって、次
のイ及びロに該当するもの（マーケティング活動、
ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体
感品質管理のために設計された装置を除く。）

貨物等省令第８条第
五号の五中のキャリ
アクラス

国家級の大容量
通信回線網を含
む。

イ　キャリアクラスのIPネットワーク上で次の（一）か
ら（三）までの全ての機能を実現するもの

ハードセレクター 個人に関連する単独又は一連の情
報をいう。

貨物等省令第８条第
五号の五中のメタ
データ及びアプリケー
ション

音声、映像、伝達
内容、付加情報を
含む。

貨物等省令第８条第
五号の五中のアプリ
ケーション層

OSI参照モデル
（ISO/IEC7498）の
レイヤー7を含
む。

輸出令
第９項
（５の
５）

インターネットを利用する
方法による通信の内容を
監視するための装置又は
その部分品

輸出令第９項 貨物等省令第８条
用語の意味

解釈 （参考）関係す
るECCN番号

姓名、電子メール
アドレス、住所、
電話番号、所属
団体等の情報を
含む。

　（二）　選択されたメタデータ及びアプリケーション
の内容の抽出

9
※経済産業省HP https://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html



産業技術力強化法

産業技術力強化法施行令

日本版バイドール制度

10



日本版バイドール制度関連
委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン（経産省）

11
経済産業省HP https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/IpManagementGuidline.html



日本版バイドール制度関連
委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン（経産省）

12
経済産業省HP https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/pdf/ipmanagementguideline_5.pdf

（関連部分抜粋）p9-10



13

（関連部分抜粋）p50

（関連部分抜粋）p38

※https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian/koubo/2021youkou_1.pdf
※赤線は事務局による付記

日本版バイドール制度関連
戦略的創造研究推進事業（CREST等）募集要項
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